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１． 開　　　　　　会

２． 議　長　選　出

３． 議事録署名委員の指名

４． 議　　　　　　事

1） 報告第 12 号

2） 報告第 13 号

3） 報告第 14 号

4） 報告第 15 号

5） 報告第 16 号

6） 報告第 17 号

7） 報告第 18 号

8） 議案第 14 号

9） 議案第 15 号

10） 議案第 16 号

11） 議案第 17 号

12） 議案第 18 号

13） 議案第 19 号

14） 議案第 20 号

15） 議案第 21 号

16） 議案第 22 号

５． 閉　　　　　　会

   深　 谷 　市 　農　 業　 委　 員　 会　 総　 会　 日　 程

      深谷公民館・生涯学習センター 大会議室（１階）

　　　令和２年３月３０日（月）　午後２時から

農地法第１８条第６項の規定による通知について

農地法第３条の３第１項の規定による届出に対する専決処分について

農地法第４条第１項第８号の規定による転用届出に対する専決処分について

農地法第４３条第１項の規定による届出に対する専決処分について

農地法第５２条の規定に基づく賃借料情報の提供について

農地法第５条第１項第７号の規定による転用届出に対する専決処分について

農地の改良に係る届出について

農用地利用集積計画の決定について

農地法第４条第１項の規定による許可申請承認について

農地法第３条の規定による許可申請について

農地法第５条第１項の規定による許可の取消願について

農地法第５条第１項の規定による許可申請承認について

「深谷市の農業振興に関する計画(２７号計画)」に位置づけた施設の検証結果に対する意見について

農用地利用配分計画（案）に対する意見について

特定農地貸付申請承認について

農地法第４条第１項の規定による許可の取下について



　本日は、深谷市農業委員会総会にご出席いただきまして、
ありがとうございます。

  開会 局　長 　それでは、ただ今から、令和２年第３回深谷市農業委員会総会
を開会いたします。

局　長 　まずはじめに、本日の欠席委員の報告をいたします。
　欠席委員の報告 議席番号３番、議席番号１３番、議席番号２４番、

以上３名の欠席でございます。
従いまして、委員２４人中、２１人の出席ですので、
農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、
総会は成立しておりますことを報告します。

　議長の選出 局　長 　次に議長の選出を行います。
　 　深谷市農業委員会総会会議規則第３条に会長が議長

となる旨、規定されているため、安藤会長にお願いいたします。

　議事録署名人の署名 議　長 　それでは、議長を務めさせていただきます。
  本日は、お忙しいなかご出席ありがとうございます。
　なお、本日の総会につきましては、新型コロナウィルス対策として、
議案説明を省略して行います。ご協力をお願いします。
　まず、議事録署名委員の指名を行います。
　議席番号２１番、議席番号２２番　、以上２名を指名いたします。
　よろしくお願いいたします。

　報告第１２号より 議　長 　それでは、総会日程にしたがいまして、進めさせていただきます。
　　　　　　報告第１７号 　はじめに、報告第１２号「農地法第１８条第６項の規定による通知に

ついて」から、報告第１７号「農地法第５２条の規定に基づく賃借料
情報の提供について」までにつきましては、専決処分事項であります
ので、報告のみとさせていただきます。

　報告第１８号 議　長 　次に、報告第１８号「農地の改良に係る届出について」ですが、
　「農地の改良に係る届出 本件は、農地改良でありますので、農地改良指導委員を指名
について」 いたします。

　議席番号１番及び、議席番号１６番を指名いたします。
指名いたしました委員におかれましては、指導をよろしく
お願いします。

　議案第１４号 議　長 　次に、議案第１４号「農用地利用集積計画の決定について」を
　「農用地利用集積計画 議題とします。
の決定について」 　本議案のうち、整理番号２７番につきましては、議席番号９番

に関する案件ですので、農業委員会等に関する法律第３１条の
規定に基づき、議席番号９番には暫時退室をお願いします。

　（議席番号９番退室）

議　長 　それでは、２７番の件に関して審議いたします。この件に関して
質疑はございますか。

　（委員より質疑なしの声）

て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。お諮りいたします。
　本件は、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　「異議なし」のため本件は原案どおり決します。

　（議席番号９番入室）

議　長 　本議案のうち、整理番号１番から４番及び、整理番号１５番から
１８番につきましては、新規就農に関する案件ですので、
委員の意見を求めます。議席番号１８番、お願いします。

１８番 　整理番号１番から４番の借受人の新規就農につきましては、　　　　
３月１６日に、私と議席番号４番会長、議席番号１４番会長代理、
議席番号２３番、事務局職員でヒアリングをおこないました。
　借受人は、農業とIT事業を営んでいる法人で、３年前より、
法人の代表者の親族の土地を利用して、主に食用ばらの栽培を
行い、取引先の会社へ卸しているようです。今後、会社として、農
業の事業を拡大し、ばら以外の作物もつくっている考えであること
から、このたび、ばらを栽培している土地について正規の手続きを
とるとともに、新たに土地を借り受けるべく、申出がされたものです。
　新たな作物として、ブロッコリー、ハーブ、青パパイヤを予定して
おり、技術面については、市内の農業法人の技術指導が得られる
ほか、市外の農家のもとへ学びに行っているようです。
　農機具類については、当面の間、土地提供者や技術指導を
おこなう農業法人から借り受けられることとなっています。
　新たに導入する作目については、基本的には農業法人に納める
こととなりますが、一部については独自で販路を開拓する予定です。
　裁培に関して技術支援が得られ、自らも栽培農家のもとに出向く
など、意欲が感じられることから、今回の就農については、特段問題
のないものと考えます。
　聞きなれない作物もありますが、やっていきながら作物を決めて
いってもらえたら良いと思います。

議　長 　議席番号１８番、ありがとうございました。
　続きまして、農地利用最適化推進委員３番お願いします。

最適化 　整理番号１５番から１８番の借受人の新規就農につきましては、
推進委員 ３月１７日に、私と議席番号２番、事務局職員でヒアリングを

３番 おこないました。
　借受人は、自ら経営していた飲食店で料理を提供するために
十数年前より野菜をつくりはじめ、それ以降耕作面積を増やしな
がら野菜をつくってきたようです。数年前に農業に専念し、今後
本腰を入れて、ねぎやほうれん草を増産していくつもりであること
からこのたび相対で借りていたところを正規の手続きをとって借り
受けたいとのことです。
　トラクターや耕耘機など必要な機械は確保しており、折之口地内
の宅地に作業場や農機具置場が整備されています。また、出荷に
ついては、これまでの直売所に加え、JAも検討しているとのこと
です。農機具や施設などが確保され、予定作物の作付の経験も
あることから、今回の就農については特段問題ないものと考えます。

議　長 　農地利用最適化推進委員３番、ありがとうございました。
　それでは、先ほど決しました以外の案件につきまして、
一括審議いたします。この件に関し質疑はございますか。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名
　（委員より「質疑なし」の声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。お諮りします。
　本件は、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」の声）

議　長 　「異議なし」のため本件は原案どおり決定します。

　議案第１５号 議　長 　次に、議案第１５号「農地法第３号の規定による許可申請に
　「農地法第３号の規定に ついて」を議題とします。
よる許可申請について」 　現地調査に同行していただきました委員の代表として、

議席番号６番及び、議席番号９番に意見をお願いします。

議　長 　最初に議席番号６番お願いします。

６番 　３条現地確認報告をさせていただきます。
　令和２年３月１２日に、私と議席番号７番と事務局職員で、
３条申請に関係する農地の現地確認を行いました。
　整理番号　１番、３番の譲受人の経営地につきましては、
耕作がおこなわれておりました。
　また、申請地につきましても、特に問題ありません。
　現地確認の結果、以上２件につきましては、農地の効率的な
利用が図られるものと判断し、委員の意見といたします。

議　長 　議席番号６番ありがとうございました。
続きまして、議席番号９番お願いします。

９番 　報告いたします。
　令和２年３月１２日に、私と議席番号８番と事務局職員で、
３条申請に関係する農地の現地確認を行いました。
　整理番号　２番の譲受人の経営地につきまして、いくつかの
農地に堆肥がまかれている箇所がございました。
　それらの農地につきましては、今後、飼料用米麦の作付を
行う予定であると書面が提出された旨を、事務局より報告を受けて
おります。今後の作付が行われること、また周辺の農地への影響
等を地元農業委員・農地利用最適化推進委員・事務局職員には
注視して頂きたいと思います。
　また、申請地につきましては、特に問題ありません。
　以上　１件につきまして、委員の意見といたします。

議　長 　議席番号９番、ありがとうございました。

議　長 　それでは、本件について一括審議します。
　この件に関し質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」の声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。お諮りします。
　本件は、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　「異議なし」のため、本件は原案どおり決定します。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名

　議案第１６号 議　長 　次に、議案第１６号「農地法第４条第１条の規定による許可の
　「農地法第４条第１条の 取下願について」を議題とします。
規定による許可の取下願 　この件に関し、質疑はございますか。
について」

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。お諮りいたします。
　本件は、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」の声）

議　長 　「異議なし」のため本件は原案どおり決定します。

　議案第１７号 議　長 　次に、議案第１７号「農地法第４条第１項の規定による
　「農地法第４条第１項の 許可申請承認について」を議題とします。
規定による許可申請承認 　この件に関し、質疑はございますか。
について」

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。お諮りいたします。
　本件は決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」の声）

議　長 　「異議なし」のため本件は原案どおり決定します。

　議案第１８号 議　長 　次に、議案第１８号「農地法第５条第１項の規定による許可の
　「農地法第５条第１項の 取消願について」を議題とします。
規定による許可の取消願 　この件に関し、質疑はございますか。
について」

　（委員より「質疑なし」の声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。お諮りいたします。
　本件は、決することでよろしいでしょうか。

　 　（委員より「異議なし」の声）

議　長 　「異議なし」のため本件は原案どおり決定します。

　議案第１９号 議　長 　次に、議案第１９号「農地法第５条第１項の規定による
　「農地法第５条第１項の 許可申請承認について」を議題とします。
規定による許可申請承認 　この件に関し、質疑はございますか。
について」

　（委員より「質疑なし」の声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。お諮りいたします。
　本件は、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　「異議なし」のため本件は原案どおり決定します。
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て　　　　　　　ん　　　　　　　末会　　　議　　　件　　　名

　議案第２０号 議　長 　次に、議案第２０号、「農用地利用配分計画（案）に対する
　「農用地利用配分計画 意見について」を議題とします。
（案）に対する意見について」 　この件に関し、質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。お諮りいたします。
　本件は、「意見なし」として、決することでよろしいでしょうか。

　 　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　「異議なし」のため本件は「意見なし」と決定します。

　議案第２１号 議　長 　次に、議案第２１号、「特定農地貸付申請承認について」を
　「特定農地貸付申請承認 議題とします。
について」 　この件に関し、質疑はございますか。

　（委員より「質疑なし」との声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決いたします。お諮りいたします。
　本件は、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　「異議なし」のため本件は原案どおり決定します。

　議案第２２号 議　長 　次に、議案第２２号、「『深谷市の農業振興に関する計画
　「『深谷市の農業振興に （２７号計画）』に位置づけた施設の検証結果に対する意見に
関する計画（２７号計画）』 ついて」を議題とします。
に位置づけた施設の検証 　この件に関し、質疑はございますか。
結果に対する意見について」

　（委員より「質疑なし」の声）

議　長 　「質疑なし」との声がありますので、ここで質疑を終結し、
採決をいたします。お諮りします。
　本件は、「意見なし」として、決することでよろしいでしょうか。

　（委員より「異議なし」との声）

議　長 　「異議なし」のため本件は「意見なし」と決定します。

議　長 　以上をもちまして、本委員会に上程されました報告事案及び
議案に関する審議は全て終了いたしました。これにて、議長の職を
解かせていただきます。ご協力ありがとうございました。

　閉会 事務局長 　以上をもちまして、令和２年第３回定期総会を閉会いたします。
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